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以下は広告スペースです。「広報たぶせ」に掲載している内容とは関係ありません。

ぴょんぴょこ春まつり

●日時  ４月 19 日（土）

　午前８時 30 分～午後２時

●場所  田布施地域交流館
  　　　☎５１- ０２２２
○イベント内容等

・ぜんざい
・二重焼き　・わた菓子
・スーパーくじ引き
・金魚すくい　
・ムール貝のつかみどり
・焼きカキ
・重量当てクイズ
・うどん他出店販売

まちおこし田布施農林水産フェスタ

日頃の感謝還元サービスが

いっぱい！

お知らせ
知
１
歳
６
か
月
児

健
康
診
査

◇
日
時　

５
月
８
日（
木
）

　
（
受
付
時
間
）

　

午
後
１
時
～
午
後
１
時
30
分

◇
場
所　

西
田
布
施
公
民
館

◇
対
象
者　

平
成
24
年
８
月
６
日
か

ら
11
月
７
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
幼

児
◇
内
容　

内
科
診
察
・
歯
科
診
察
等

※
該
当
者
に
は
通
知
し
ま
す
。

◇
問
合
せ
先　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
52
‐
４
９
９
９

家
庭
ご
み
減
量
化

補
助
制
度

お知らせ
知

　

町
で
は
、
環
境
美
化
や
ご
み
の
減

量
化
を
進
め
る
た
め
、
次
の
よ
う
な

取
り
組
み
に
対
し
補
助
し
ま
す
。

※
補
助
は
予
算
の
範
囲
内
で
す
。

　
申
請
者
は
自
治
会
長
ま
た
は
班
長

　

に
限
り
ま
す
。

■
ご
み
ボ
ッ
ク
ス
の
設
置

地
域
の
環
境
美
化
の
た
め
、
自
治

会
で
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
ボ
ッ

ク
ス
を
設
置
し
た
場
合

◇
補
助
額　

経
費
の
２
分
の
１

（
平
成
26
年
度
よ
り
上
限
３
万
円
）

◇
必
要
書
類　

見
積
書
、
領
収
書
、

周
辺
見
取
図
、
関
係
者
名
簿

■
問
合
せ
先

　

町
民
福
祉
課　

環
境
係

　

☎
52
‐
５
８
１
０

お知らせ
知
空
港
乗
合
タ
ク
シ
ー

運
行
開
始

　
柳
井
地
域
と
岩
国
錦
帯
橋
空
港
間

に
お
い
て
乗
合
タ
ク
シ
ー
が
運
行
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

◇
運
行
者　

柳
井
三
和
交
通
有
限
会
社

◇
開
始
日　

平
成
26
年
４
月
１
日

◇
開
始
日
　
予
約
制
乗
合
タ
ク
シ
ー

◇
対
象
者　

岩
国
錦
帯
橋
空
港
の
利

用
者
で
営
業
区
域
内
に
お
い
て
乗

下
車
さ
れ
る
方

◇
営
業
区
域　

田
布
施
町
の
一
部
～

平
生
町
・
柳
井
市
経
由
～
岩
国
錦

帯
橋
空
港

　

※
詳
細
な
区
域
は
お
問
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

◇
利
用
料
金　

１
乗
車
に
つ
き
１
人

当
た
り
３
２
０
０
円
（
区
間
均
一

料
金
）

　

※
６
歳
未
満
の
幼
児
は
、
大
人
１

人
に
つ
き
同
伴
幼
児
１
人
無
料
。

　

２
人
目
以
降
は
大
人
と
同
額
。

◇
利
用
方
法　

希
望
す
る
前
日
17
時

ま
で
に
柳
井
三
和
交
通
有
限
会
社

に
電
話
で
予
約

◇
問
合
せ
先

　

柳
井
三
和
交
通
有
限
会
社

　
　

	

空
港
乗
合
タ
ク
シ
ー
係

　

☎
０
８
２
０
‐
22
‐
１
０
０
１

農地賃貸借等の新たな仕組み
　　～平成２６年度より大きく変わります !! ～

 ー農地中間管理機構ー
　

　●農用地等の受け手を公募します。

　※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

　　　http://www.y-agreen.or.jp

・公益財団法人

　やまぐち農林振興公社

　山口市葵二丁目５番69号

　　☎083-924-0067

・田布施町	経済課

　　☎52-5805

相 談 窓 口
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以下は広告スペースです。「広報たぶせ」に掲載している内容とは関係ありません。

７０歳から７４歳の被保険者に係る窓口負担の見直しについて

① 平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方（誕生日が昭和19年4月2日以降の方）

　・  70歳の誕生日の翌月（各月1日が誕生日の方はその月）の診療から、医療費の窓口負担が2割

となります。（例えば、平成26年4月2日～ 5月1日に70歳の誕生日を迎える方は、5月の診

療から2割負担となります）

　・  窓口負担には毎月の負担上限額が定められていますが、70歳から2割負担となる方は、69歳

までと比べて上限額が下がります。

　・  一定の所得がある方は、3割負担となります。

　・  対象となる方には、負担割合が記載された「高齢受給者証」を随時お送りします。

② 平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方（誕生日が昭和19年4月1日までの方）

　・  平成26年4月以降も、医療費の窓口負担は1割のまま変わりません。

　・  窓口負担の毎月の負担上限額も今までと変わりません。

　・  一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担となります。

　・  対象となる方には、4月以降使用できる「高齢受給者証」を既にお送りしています。

問　健康保険課　☎52 ‐ 5809

　70歳から74歳の方の窓口負担は法律上2割となっていますが、特例措置によりこれまで1割
負担とされていました。平成26年度から、より公平な仕組みとするため、この特例措置が見直
されることとなりました。
　見直しに当たっては、高齢の方の生活に大きな影響が生じることのないよう、平成26年4月
2日以降に70歳の誕生日を迎える方から実施されることとなりました。

※ 被用者保険（協会けんぽ・健康保険組合・共済組合等）に加入している方については、加入して
いる医療保険者にお問い合わせください。

◆見直しの内容について

田布施町の国民健康保険に加入している方へ

徳山海上保安部から

　　三つのお願い！
徳山海上保安部では、小型船舶乗船者
や釣りなどを行う方の安全確保のため、
次の三つのお願いを " 安全・安心・三本
の矢 " として呼びかけています。

救命胴衣を「着ちょる」

携帯電話を「持っちょる」

海のもしも
　118 番を「知っちょる」

問　徳山海上保安部警備救難課　

　　　☎0834 - 31 - 0110


